
政
令
第
三
百
六
十
四
号

輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
四
十
八
条
第
三
項
及
び
第
六
十
九
条

の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
七
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
の
八

別
表
第
二
の
三
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
二
〇
か
ら
二
一
の
三
ま
で
、
二
五
、
三
五

か
ら
三
七
ま
で
、
四
〇
、
四
一
、
四
四
及
び
四
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
別
表
第
二
の
四
に
掲
げ
る

地
域
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
指
定
す
る
者
と
の
直
接
又
は
間
接
の
取
引
に
よ
る
も
の
に
限

る
。
）

第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

チ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
別
表
第
二
の
四
に
掲
げ
る

地
域
を
仕
向
地
と
す
る
も
の
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
八
に
規
定
す
る
輸
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）



別
表
第
二
の
三
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
四
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
シ
リ
ア
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

国
際
平
和
の
た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄
与
す
る
た
め
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
等
を
仕
向
地
と
す
る
軍
用
の

化
学
製
剤
の
原
料
と
な
る
物
質
等
の
輸
出
に
つ
い
て
承
認
を
要
す
る
こ
と
と
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


